
 

 
第 827 号(毎月 7日発行)  自然と調和した輝くまち新生かわみなみ 

12月11日 川南山口整形外科医院(1日)

18日  喜  多  医  院  (1日)

23日  尾鈴クリニック　(1日)

25日  川  南  病  院  (1日)

1月 1日  川  南  病  院  (1日)

2日  川  南  病  院  (1日)

 8日 川南山口整形外科医院(1日)

9日  尾鈴クリニック　(1日)

休 日 在 宅 当 番 医
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川南町の人口 
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8日 (木) 人
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9日 (金) 農
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21日 (水) 農
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22日 (木) 小
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28日 (水) 官
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3日 (火) 川
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九州電
 
日頃より、節

当社は、原子

ているところで

このため、お

引き続き節電に

また、その際

ない範囲でお願

る御家庭では、

 なお、節電の

 その他、御不

お問い合わせく

 

【お問い合わ

    九州電

九州電

       

 

 

 

 
月日 ／

回
覧

確認印
1２月中旬～1月中旬の行事予定

 (平成 23年 11月 1日現在) 
※平成 22年国勢調査確定値反映 

権・行政相談 10:00 ～ 15:00 川南町公民館

配ごと相談日 10:00 ～ 15:00 川南町公民館

家相談日 　9:00 ～ 12:00 役場第3会議室

配ごと相談日 10:00 ～ 15:00 川南町公民館

歳6か月健診 13:00 ～ 保健センター

業用廃プラスチック収集 9:00 ～ 15:00 尾鈴地区廃プラ集積所

児健診 13:00 ～ 保健センター

中学校2学期終業日

配ごと相談日 10:00 ～ 15:00 川南町公民館

公庁仕事納め

南町成人式

公庁仕事始め

業用廃プラスチック収集 9:00 ～ 15:00 尾鈴地区廃プラ集積所

中学校3学期始業日

配ごと相談日 10:00 ～ 15:00 川南町公民館

防始式 7:30 ～ 川南町役場南側駐車場

家相談日 9:00 ～ 12:00 役場第3会議室

配ごと相談日 10:00 ～ 15:00 川南町公民館

出生 14人 死亡 14人
転入 47人 転出 38人

人　口　16,897 人
　　男      　　  8,058  人
　　女　　　    8,839  人

   世帯数      6,126 世帯

今月(12 月)は 

固 定 資 産 税 

国民健康保険税 
の納期です。

 

【口座振替日】 

12 月 26 日(月) 
 

【夜間納税相談日】 

12 月 15 日(木) 

27 日(火) 

※夜間納税相談日は、20 時
まで税務課窓口で相談で

きます。日中の相談が難

しい方は是非御利用くだ

さい。 

力からの今冬における節電のお願い 

電に御協力いただき誠にありがとうございます。 

力発電所の停止に伴い、電力供給確保のため最大限の努力を行っ 

すが、今冬の電力需給は極めて厳しい見通しです。 

客様には、御不便と御迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんが、 

御協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

は、体調不良や衛生面、安全面及び防犯面に気を付けて、無理の 

い致します。特に、高齢者、乳幼児及び御病気の方がいらっしゃ 

十分にお気を付けください。 

方法を当社ホームページで御紹介しています。 

明な点がございましたら、九州電力高鍋営業所に 

ださい。 

せ先】 

力ホームページ URL:http://www.kyuden.co.jp

力高鍋営業所  TEL:0120-986-703 

                       （総合政策課） 

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
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年始の休日在宅当番医について 
 
 平成 24 年 1 月 1 日(日)と 1 月 2日(月)の休日在宅当番医は、2日間とも川南病院です。町民カレンダーの記載と異なっ

ていますので、御注意ください。 

                                                （健康福祉課） 
 

飲酒運転根絶運動について 
 
 年末は、飲酒の機会が特に増える時期でもあり、例年、飲酒運転による交通事故が多数発生しております。そこで、 

飲酒運転根絶の気運醸成を図るとともに、取締の強化等により飲酒運転による悲惨な交通事故の発生を防止するため、以

下のとおり飲酒運転根絶運動を展開します。 

 川南町から一人の違反者及び事故者も出さないように、地域、家庭及び職場から飲酒運転根絶の気運の高揚を図ってい 

きましょう。 

【期 間】  平成 23 年 12 月 1 日(木)～12 月 31 日(土) 

【運 動 の 重 点】  ・飲酒運転を許さない環境づくりの推進 

・飲酒運転及びその周辺者に対する取締の強化 

・広報啓発活動の強化 

                                                  （総務課） 
 

使って実感！ネットで申告｢e-Tax｣ 
 
 ｢国税電子申告・納税システム(e-Tax)｣では、自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネットを利用して、国税

に関する各種手続(①所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙税の申告、②すべての国税の納税、③納税証明書の交付請

求及び法定調書の提出などの申請・届出等)ができます。 

 詳しくは、e-Taxホームページを御覧ください。  URL:http://www.e-tax.nta.go.jp

                                                 （税務課） 
 

法定調書の提出は 1月 31 日まで 
 
 給料、報酬、不動産の使用料等を支払った場合には、支払先の住所、氏名、支払金額等を記載した源泉徴収票や支払調

書等(総称して｢法定調書｣といいます。)に、法定調書合計票を添えて税務署に提出することになっています。 

 この法定調書は、利子、配当等の一部を除き、1年間の支払分を取りまとめて提出するもので、平成 23 年中の支払にか

かわる法定調書の提出は、平成 24 年 1 月 31 日(火)までとなっています。記載誤りのないよう正確に記載し、期限までに

提出してください。 

 また、法定調書の提出は、①｢国税電子申告・納税システム(e-Tax)｣、②光ディスク等(CD・FD 等)を利用して提出する

ことができます。 

 法定調書の提出について、御不明な点がございましたら、国税庁のホームページを御覧いただくか、最寄りの税務署に 

お尋ねください。 

【お問い合わせ先】 国税庁ホームページ  URL:http://www.nta.go.jp

高 鍋 税 務 署  TEL:0983-22-1373 ※自動音声案内 

                                                 （税務課） 
 

-個人事業者の方へ- 消費税の届出書の提出はお済みですか？ 
 
 現在、消費税の免税事業者の方で、平成 22 年分の所得税の確定申告等において、消費税の課税売上高が 1 千万円を超

えた方は、平成 24 年分は消費税の課税事業者となります。この場合、｢消費税課税事業者届出書｣を速やかに納税地の所

轄税務署に提出する必要があります。 

 また、平成 24 年分が課税事業者となる方で、新たに簡易課税制度の適用を受けようとされている方(平成 22 年分の

消費税の課税売上高が 5千万円以下の方に限られます。)は、｢消費税簡易課税制度選択届出書｣を平成 23 年 12 月 28 日（郵

送の場合は、12 月 31 日消印有効)までに、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 

 なお、簡易課税制度の適用を受けた方は、事業を廃止した場合を除き、2 年以上継続した後でなければ、適用をやめる

ことはできません。 

 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた課税事業者の方が、その被害により簡易課税制度の適用

を変更する必要が生じた場合で税務署長の承認を受けた時は、2 年間の継続適用の規定にかかわらず、簡易課税制度の選

択をやめる(又は選択する)ことができることとなっています。 

 消費税の届出等について御不明な点がございましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。 

【お問い合わせ先】 高 鍋 税 務 署  TEL:0983-22-1373 ※自動音声案内 

                                                 （税務課） 
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国民年金保険料を納めましょう 
 
国民年金保険料の納め忘れはありませんか？ 

国民年金保険料を納めないままにしておくと、将来の老齢基礎年金や事故が発生した場合の障害年金、遺族年金などが

受けられなくなることがあります。 

平成 23 年度の国民年金保険料は 1か月 15,020 円です。納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、税金の

負担が軽減されます。 

まだ納付がお済でない方は、納付書を御用意の上、至急お近くの金融機関、郵便局又はコンビニエンスストアで納付し

てください。 

また、納め忘れがなく、納付の手間がかからない口座振替やクレジットカードによる納付もできます。 

国民年金保険料について御不明な点がございましたら、お近くの年金事務所にお尋ねください。 

【お問い合わせ先】 高 鍋 年 金 事 務 所  TEL:0983-23-5111 

                                                  （町民課） 
 

宮崎労働局からのお知らせ 
 
平成 23 年 10 月から｢求職者支援制度｣がスタートしました。求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない求職者の方

が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すための制度です。 

 

【制 度 内 容】  

・ハローワークでの職業相談を通じて、公共職業安定所長の指示の下、職業訓練を受講できます。原則として、

受講料は無料、テキスト代などは自己負担になります。 

・訓練受講中から訓練終了後も、ハローワークが就職活動のお手伝いをします。 

・一定の要件を満たす方は、訓練期間中、職業訓練受講給付金が受給できます。 

【主 な 対 象 者】 

現在、就職を目指している方で、 

・雇用保険に加入できなかった方 

・雇用保険受給中に再就職に結びつかず支給終了となった方 

・雇用保険の加入期間が足りずに給付を受けられない方 

・自営廃業者の方 

・学校を卒業後、未就職の方 

 詳しくは、宮崎労働局ホームページを御覧いただくか、宮崎労働局求職者支援室又はお近くのハローワークまで 

お問い合わせください。 

【お問い合わせ先】 宮崎労働局ホームページ  URL:http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

宮崎労働局求職者支援室  TEL:0985-38-8838 

ハ ロ ー ワ ー ク 高 鍋  TEL:0983-23-0848 

                                                （総合政策課） 
 

保育所(園)の入所申込み受付の御案内 
 
 平成 24 年 4 月からの保育所(園)への入所申込みの受付を次のとおり行います。 
 
【受付をする保育所(園)】 公立…中央保育所、記念館保育所、番野地保育所、山本保育所、野田原保育所 

私立…めぐみの聖母保育園、石井記念十文字保育園、川南東保育園 

【入 所 条 件】 ・保護者が家庭の内外で仕事をしている。 

・母親が出産前後(各 2 か月)である。 

・保護者が病気等の理由により家庭内で保育ができない。   など 

詳しくは、入所申込書の｢記入上の注意｣を御覧ください。 

【申 込 期 間】 平成 23 年 12 月 1 日(木)～12 月 28 日(水) 

【申 込 場 所】 希望される保育所(園)又は川南町役場健康福祉課児童福祉係 

※入所申込書は、上記の各保育所(園)及び役場健康福祉課にあります。 

【お問い合わせ先】 川南町役場健康福祉課児童福祉係 TEL:0983-27-8007(直通) 

                                               （健康福祉課） 
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年末年始の坂の上中継施設開場日とごみ収集日の御案内 
 
【坂の上中継施設開場日】 年 末：平成 23 年 12 月 28 日(水)まで ※12 月 27 日(火)も開場します。 

年 始：平成 24 年 1 月 4 日(水)から 

【ご み 収 集 日】 通 常 収 集：同上 

年末の特別収集：12 月 21 日(水) Ｂ地区のみ(1、5、6、21、22、23、24 区) 

｢飲料用空缶空びん｣のみ 

12 月 30 日(金) 町内全域 

｢燃やせるごみ｣のみ 

 年末は、坂の上中継施設の利用者が多くなります。場内は大変狭く、事故の発生も懸念されます。御利用の際は、繁忙

期を避けるなど、時間と心にゆとりを持ってお越しください。 

 また、粗大ごみの搬入には｢粗大ごみ処理券｣が必要です。坂の上中継施設では販売していませんので、事前に販売店に 

てお買い求めください。 

【お問い合わせ先】 川南町役場環境対策課  TEL:0983-27-8010 

                                               （環境対策課） 
 

平成 23 年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について 
 
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。 

年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告する場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の添付等が必要です。 

平成 23 年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、11 月上旬に、国民年金保険料を納付された方に、日本年金機 

構から送付されていますので、申告時まで大切に保管してください。 

【お問い合わせ先】 控除証明書専用ダイヤル  TEL:0570-070-117 

月曜日～金曜日 8:30～17:15 ※ 月曜日(月曜が休日の場合は火曜日)は 19:00 まで。 

第 2 土 曜 日 9:30～16:00 

※祝日、平成 23 年 12 月 29 日～平成 24 年 1 月 3 日は、御利用いただけません。 

                                                  （町民課） 
 

平成 24 年春造林補助、苗木申込み等について 
 

◆造林補助申請 
 平成 24 年春に 10a 以上の山林に造林(地拵・植栽)した場合は、補助金が支給されます。御希望の方は、次の事項を御 

確認の上お申し込みください。 

【確 認 事 項】 ・造林所在地(小字まで)  
・面積 

・植栽樹種 

【申 込 期 限】 平成 23 年 12 月 22 日(木) 

◆苗木申込受付(有料) 

造林用苗木 
【申 込 期 限】 平成 23 年 12 月 22 日(木) ※樹種によっては数量に限りがありますので、 

お早めにお申し込みください。 

【配 布 時 期】 平成 24 年 2 月下旬(予定) 

果樹苗木(落葉果樹及び柑橘類) 

【申 込 期 限】 落 葉果樹 (柿 、栗、梅、梨など )…平成 23 年 12 月 16 日(金) 

柑橘類(温州、雑柑、ゆず、金柑など)…平成 24 年 1 月 31 日(火) 

【配 布 時 期】 落葉果樹…平成 24 年 1 月上旬 

柑 橘 類…平成 24 年 3 月中旬 

◆森林国営保険申込み 

 山林所有者の皆さん、森林国営保険の加入はお済みですか？宮崎県には、毎年多くの台風がやってきます。万一の災害

(火災、風水害、凍害、干害など)に備えて早めの加入をお願いします。 

※樹種、林齢、面積などの制限はほとんどありません(天然林や竹林は対象外となります。)。 

詳しくは、以下にお問い合わせください。 

【申込・お問い合わせ先】 児湯広域森林組合 西都市小野崎 1丁目 18 番地  TEL:0983-43-3100／FAX:0983-43-3109 

                                                （農林水産課） 
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平成 23 年度第 39 回町制施行記念文化展 
 
 川南町では、平成 23 年度第 39 回町制施行記念文化展を以下のとおり開催します。 

 町民の皆さんの多数の御応募及び御来場をお待ちしています。 
 
【開 催 期 間】 平成 24 年 2 月 8 日(水)～12 日(日) 9:00～18:00(ただし祭日と日曜日は 17:00 まで) 

【会 場】 一 般 の 部：川南町立図書館 2階学習室(トロントロンドーム内) 

児童生徒の部：トロントロンドーム エントランスホール 

【募 集 作 品】 絵画、書道、文芸、手芸、工芸、写真など 

【募 集 期 間】 平成 24 年 1 月 31 日(火)～2 月 4 日(土) 9:00～18:00 

【応 募 資 格】 川南町に居住、通勤又は通学をされている方 

【応 募 点 数】 一人何点でも可 

【応 募 規 定】 ・文芸作品類は、額に入れるか雲龍紙に貼ること。 

・絵画は、画材を十分に乾燥させ、額装、枠張りをすること。 

・写真は、自由規格とし、台紙又はパネルを施すこと。 

・墨絵は、額に入れるか雲龍紙に貼ること(表装を施しても良い。)。 

・作品には、題名、住所、氏名等を明示すること。 

【表 彰 等】 出品者全員に参加賞あり 

【応募・お問い合わせ先】 川南町教育委員会 生涯学習課文化振興係(トロントロンドーム内) TEL:0983-27-7111 

                                               （生涯学習課）
 

消費者相談事例：劇場型勧誘について 
 
 ｢劇場型勧誘｣は、未公開株や社債、採掘権などを売り込もうと勧誘してくる A 社の他に、それを高額で購入したがる B

社が現れ、うまい儲け話だと消費者に信じ込ませて出資させる悪質な手口です。 

 最近、町内でこの手口と思われる事案が発生しています。簡単に儲かる話は、絶対にありません。この手口は、年末に

なると増えていくことが予想されますので、十分に御注意ください。 

 この他にもしつこいセールス、不当な請求などお困まりのことがありましたら、町の相談窓口にお気軽に御相談くださ

い。 

 

【相 談 窓 口】 川南町役場 総合政策課商工観光情報係 

 消費生活相談担当 TEL:0983-27-8002 

                                               （総合政策課） 
 

身体障害者補助犬(補助犬)のことを知っていますか？ 
 
 身体障害者補助犬(補助犬)とは、目や耳や手足に障がいのある方の生活をお手伝いする、｢盲導犬｣、｢聴導犬｣、｢介助犬｣

のことです。障がいのある方のパートナーであり、ペットではありません。 

 補助犬は、｢身体障害者補助犬法｣に基づいて認定された犬で、特別な訓練を受けています。きちんとしつけられているの

で社会のマナーも守れ、手入れも行き届いており衛生的です。そのため、公共施設や交通機関をはじめ、飲食店やスーパー、

ホテルなどのいろいろな場所に同伴できます。 

 補助犬の同伴については、｢身体障害者補助犬法｣で、人が立ち入ることのできる様々な場所で受け入れるよう義務付けら 

れています。 

【補助犬の同伴を受け入れる義務がある場所】 

・国や地方公共団体などが管理する公共施設 

・公共交通機関(電車、バス、タクシーなど) 

・不特定かつ多数の人が利用する民間施設(商業施設、飲食店、病院、ホテルなど) 

・事務所〈職場〉(国や地方公共団体などの事務所、従業員 56 人以上の民間企業) 

※ただし、補助犬の同伴により、当該施設に著しい損害が発生するおそれがある場合などはこの限りではありません。 

【補助犬の同伴を受け入れる努力をする必要がある場所】 

・事務所〈職場〉(従業員 56 人未満の民間企業) 

・民間住宅 

【補助犬についての詳しい情報】 

厚生労働省｢補助犬｣ホームページ  URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/index.html

                                                （健康福祉課） 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=14fvr8v4b/EXP=1322032043;_ylt=A3JuMGUqSstOVEQBykOU3uV7/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88 %E7%BE%8E%E8%A1%93&rkf=1&ib=2&ktot=0&dtot=0
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/hojyoken/index.html


来年の「年男・年女」大募集！ 
 

 来年 1月発行の｢広報かわみなみ｣では、辰
たつ

年生まれの｢年男・年女｣の掲載を予定しています。自薦他薦は問いません。 

皆様の御応募をお待ちしています。 

【対 象 者】  大正 5 年生まれの方(96 歳) 

昭和 3 年生まれの方(84 歳) 

昭和 15 年生まれの方(72 歳) 

昭和 27 年生まれの方(60 歳) 

昭和 39 年生まれの方(48 歳) 

昭和 51 年生まれの方(36 歳) 

昭和 63 年生まれの方(24 歳) 

平成 12 年生まれの方(12 歳) 

【応 募 期 限】  平成 23 年 12 月 16 日(金) 

【応募・お問い合わせ先】 川南町役場総合政策課 TEL:0983-27-8002 

※同じ年齢・性別等で複数の応募があった場合は、先に御連絡いただいた方を優先させていただきますので、御了承

ください。 

                                              （総合政策課） 

 
 

親の名 年　齢
かわの ひな ひろき かりまた よしこ

河野 妃奈 裕樹 狩俣 ヨシ子 94 歳
くろぎ しゅうすけ ともあき なかたけ かずお

黒木 秋佑 智秋 中武 一男 74 歳
なべくら かずき しゅういち あおやま ちから

鍋倉 一騎 崇一 青山 力 86 歳
くろぎ るな けいいちろう しいば さぶろう

黒木 瑠愛 圭一郎 椎葉 三郎 77 歳
かがわ ゆあ ひでき まつうら みつ

香川 夢空 秀樹 松浦 ミツ 96 歳
しもむら あきら たつひろ おにつか まつえ

下村 旦 達大 鬼塚 マツヱ 82 歳
いじり よう けいしろう くろき あきの

井尻 葉 恵史郎 黒木 アキノ 95 歳
かわの まゆ ゆうき ふるた いせこ

河野 真侑 裕樹 古田 イセ子 93 歳
ちょう まいか よしひさ もりもと ゆきお

帳 苺花 喜寿 森本 幸夫 85 歳
かわの りお よしつぐ みついし ていぞう

河野 梨央 善嗣 三石 鼎三 84 歳
やまな ゆうすけ かずよし よしだ ふくみつ

山名 悠介 和良 田 福光 82 歳
さとう ののか りゅうじ かい いちこ

佐藤 乃々夏 隆二 甲斐 イチ子 82 歳
いくた せな ゆうじ こじま いくお

生田 瀬那 裕二 小嶋 郁雄 84 歳
かわの ひろし

河野 寛 79 歳
かわの けいこ

河野 ケイコ 90 歳

出　 生　 児 氏　　　　名

戸籍だより（10月15日から11月14日届出分）

おめでた おくやみ


